
60

身
体
障
害
者
手
帳
等
を
お
持
ち
の
方
へ

身体障害者手帳等をお持ちの方へ第 8 章
　身体障害者手帳等をお持ちの方でも，介護保険の受給対象の方については，介護保険からのサー
ビス給付を優先させることになります。介護保険で受けることができないサービスについては障
害福祉課にご相談ください。

① 住宅改造費の助成
内　容

　重度の心身障害者の日常生活を容易にするために，台所，浴室，便所， 寝室，玄関などを改造し，生活環
境の整備を図る費用を助成します。助成対象となる改造内容は，介護保険の場合に準じます。工事着手
前に必ず障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者

　下肢・体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）
1～2級（個別等級）または療育手帳Ⓐの方で住宅改造の必要性が認められる方（所得制限があります。）
助成金

　改造費30万円を限度として，その10分の9を 
助成します。

② 補装具と日常生活用具
内　容

　身体障害者（児）のからだの不自由なところを補い，日常生活や職場での作業を容易にするために，必要
な補装具の購入費・修理費・貸与費（補装具費）の支給，日常生活用具の給付を行っています。
　購入・修理・貸与の前に必ず，障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者

　身体障害者手帳を持っている方及び難病患者等（障害の等級や所得により支給制限があります。）
利用料

　種類別に基準額が定められており，この範囲内で支給します。
　原則として，費用の1割が自己負担となります。ただし，所得などに応じて上限が決められていて負担
が重くなりすぎないようになっています。
種　類

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 232-9173（給付係）

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 232-9173（給付係）

障害の種別 補装具 日常生活用具

視覚障害 視覚障害者安全杖，義眼，眼鏡 視覚障害者用時計，視覚障害者用読書器　など

聴覚・言語障害 補聴器 人工喉頭　など

肢体不自由
義手，義足，装具，車椅子，電動車椅子，
歩行器，歩行補助杖（一本杖を除く），
座位保持装置

便器，特殊寝台，特殊マット，移動用リフト，
体位変換器，手すり　など

内部障害 車椅子，電動車椅子（呼吸器，心臓の 
障害により歩行が困難な方）

透析液加温器，電気式たん吸引器， 
ネブライザー，ストーマ用装具　など

肢体不自由かつ
言語障害 重度障害者用意思伝達装置
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⑤ リフトタクシーの運行
内　容

　車いすのまま乗車できるリフトタクシーが運行されています。
　水戸市福祉タクシー助成券，タクシー料金障害者割引制度を利用できます。

③ 移動支援事業
内　容

　単独で移動することが困難な方が，自立生活や社会参加のために必要な外出の際にヘルパーが付き添
い支援します。利用の際は，障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者

●身体障害者手帳（障害の級別が1級又は2級）の交付を受けている者のうち，両上肢，両下肢又は体幹の
機能の障害を有する方

●療育手帳の交付を受けている知的障害者
●精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院に限る）の交付を受けている精神障害者
利用料

　費用の1割が自己負担となります。
　ただし，世帯の課税状況に応じた負担軽減があります。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 350-8084（認定係）

④ タクシー料金の助成（福祉タクシー）
内　容

　重度の障害者が医療機関への通院などでタクシーを利用する場合，料金の一部を助成します。
福祉タクシー助成券（500円分）を1年度に最大60枚交付します。
対象者

●身体障害者手帳1，2級の方
●療育手帳Ⓐ，Ａの方
●精神障害者保健福祉手帳1，2級の方
※自動車税または軽自動車税の免除を受けている方や施設入所者は対象となりません。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 350-8053（管理係）

事業所名 電話番号

 
 

事業所名 電話番号

ドレックス観光ハイヤー★

 
 

（かすみがうら市） 0299-59-1717

電鉄タクシー★

 

（日立市） 0294-22-2426
辰巳タクシー （日立市） 0294-36-0163
丸金タクシー

 

（那珂市） 298-2022
 

 
福祉タクシーウルル勝田★ 
 （ひたちなか市） 219-8167

かさまのにゃんこ★ （笠間市）0296-73-4028
ハッピーツアーズ★ （桜川市）0296-45-8390
亀城タクシー （土浦市） 029-821-0726
堀越民間救急サービス★ 
 （常陸太田市） 0294-72-9199

◆問合せ先 （★印はストレッチャー兼用車両有）

※予約が必要な場合がありますので，直接お問い合わせください。

城里介護タクシーなのはな
（城里町） 090-5538-4290内原交通 259-2146

さわやか交通 232-0121
SUN観光シンヤ 0120-217171
城西介護タクシー★ 090-8596-1084
第一常陽タクシー★ 221-3070
ゆりかご 229-7562 

★あんしんネット 0120-217171
ハッピーエスコート★ 090-3142-0429
くじらスマイル介護サービス 297-1010
介護タクシースギショク 284-1047
NK観光 0120-690818

久保田タクシー 0120-972611
観光第一交通 253-1123

介護福祉タクシーいるか
（大洗町） 070-4006-3939

障害の種別 補装具 日常生活用具

視覚障害 視覚障害者安全つえ，義眼，眼鏡 視覚障害者用時計，視覚障害者用読書器　など

聴覚・言語障害 補聴器 人工喉頭　など

肢体不自由
義手，義足，装具，車椅子，電動車椅子，
歩行器，歩行補助つえ（一本つえを除
く），座位保持装置

便器，特殊寝台，特殊マット，移動用リフト，
体位変換器，手すり　など

内部障害 車椅子，電動車椅子（呼吸器，心臓の 
障害により歩行が困難な方）

透析液加温器，電気式たん吸引器， 
ネブライザー，ストーマ用装具　など

肢体不自由かつ
言語障害 重度障害者用意思伝達装置
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身体障害者手帳等をお持ちの方へ第 8 章
　身体障害者手帳等をお持ちの方でも，介護保険の受給対象の方については，介護保険からのサー
ビス給付を優先させることになります。介護保険で受けることができないサービスについては障
害福祉課にご相談ください。

① 住宅改造費の助成
内　容

　重度の心身障害者の日常生活を容易にするために，台所，浴室，便所， 寝室，玄関などを改造し，生活環
境の整備を図る費用を助成します。助成対象となる改造内容は，介護保険の場合に準じます。工事着手
前に必ず障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者

　下肢・体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害（移動機能障害に限る。）
1～2級（個別等級）または療育手帳Ⓐの方で住宅改造の必要性が認められる方（所得制限があります。）
助成金

　改造費30万円を限度として，その10分の9を 
助成します。

② 補装具と日常生活用具
内　容

　身体障害者（児）のからだの不自由なところを補い，日常生活や職場での作業を容易にするために，必要
な補装具の購入費・修理費・貸与費（補装具費）の支給，日常生活用具の給付を行っています。
　購入・修理・貸与の前に必ず，障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者

　身体障害者手帳を持っている方及び難病患者等（障害の等級や所得により支給制限があります。）
利用料

　種類別に基準額が定められており，この範囲内で支給します。
　原則として，費用の1割が自己負担となります。ただし，所得などに応じて上限が決められていて負担
が重くなりすぎないようになっています。
種　類

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 232-9173（給付係）

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 232-9173（給付係）

障害の種別 補装具 日常生活用具

視覚障害 視覚障害者安全杖，義眼，眼鏡 視覚障害者用時計，視覚障害者用読書器　など

聴覚・言語障害 補聴器 人工喉頭　など

肢体不自由
義手，義足，装具，車椅子，電動車椅子，
歩行器，歩行補助杖（一本杖を除く），
座位保持装置

便器，特殊寝台，特殊マット，移動用リフト，
体位変換器，手すり　など

内部障害 車椅子，電動車椅子（呼吸器，心臓の 
障害により歩行が困難な方）

透析液加温器，電気式たん吸引器， 
ネブライザー，ストーマ用装具　など

肢体不自由かつ
言語障害 重度障害者用意思伝達装置
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⑤ リフトタクシーの運行
内　容

　車いすのまま乗車できるリフトタクシーが運行されています。
　水戸市福祉タクシー助成券，タクシー料金障害者割引制度を利用できます。

③ 移動支援事業
内　容

　単独で移動することが困難な方が，自立生活や社会参加のために必要な外出の際にヘルパーが付き添
い支援します。利用の際は，障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者

●身体障害者手帳（障害の級別が1級又は2級）の交付を受けている者のうち，両上肢，両下肢又は体幹の
機能の障害を有する方

●療育手帳の交付を受けている知的障害者
●精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院に限る）の交付を受けている精神障害者
利用料

　費用の1割が自己負担となります。
　ただし，世帯の課税状況に応じた負担軽減があります。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 350-8084（認定係）

④ タクシー料金の助成（福祉タクシー）
内　容

　重度の障害者が医療機関への通院などでタクシーを利用する場合，料金の一部を助成します。
福祉タクシー助成券（500円分）を1年度に最大60枚交付します。
対象者

●身体障害者手帳1，2級の方
●療育手帳Ⓐ，Ａの方
●精神障害者保健福祉手帳1，2級の方
※自動車税または軽自動車税の免除を受けている方や施設入所者は対象となりません。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 350-8053（管理係）

事業所名 電話番号

 
 

事業所名 電話番号

ドレックス観光ハイヤー★

 
 

（かすみがうら市） 0299-59-1717

電鉄タクシー★

 

（日立市） 0294-22-2426
辰巳タクシー （日立市） 0294-36-0163
丸金タクシー

 

（那珂市） 298-2022
 

 
福祉タクシーウルル勝田★ 
 （ひたちなか市） 219-8167

かさまのにゃんこ★ （笠間市）0296-73-4028
ハッピーツアーズ★ （桜川市）0296-45-8390
亀城タクシー （土浦市） 029-821-0726
堀越民間救急サービス★ 
 （常陸太田市） 0294-72-9199

◆問合せ先 （★印はストレッチャー兼用車両有）

※予約が必要な場合がありますので，直接お問い合わせください。

城里介護タクシーなのはな
（城里町） 090-5538-4290内原交通 259-2146

さわやか交通 232-0121
SUN観光シンヤ 0120-217171
城西介護タクシー★ 090-8596-1084
第一常陽タクシー★ 221-3070
ゆりかご 229-7562 

★あんしんネット 0120-217171
ハッピーエスコート★ 090-3142-0429
くじらスマイル介護サービス 297-1010
介護タクシースギショク 284-1047
NK観光 0120-690818

久保田タクシー 0120-972611
観光第一交通 253-1123

介護福祉タクシーいるか
（大洗町） 070-4006-3939

障害の種別 補装具 日常生活用具

視覚障害 視覚障害者安全つえ，義眼，眼鏡 視覚障害者用時計，視覚障害者用読書器　など

聴覚・言語障害 補聴器 人工喉頭　など

肢体不自由
義手，義足，装具，車椅子，電動車椅子，
歩行器，歩行補助つえ（一本つえを除
く），座位保持装置

便器，特殊寝台，特殊マット，移動用リフト，
体位変換器，手すり　など

内部障害 車椅子，電動車椅子（呼吸器，心臓の 
障害により歩行が困難な方）

透析液加温器，電気式たん吸引器， 
ネブライザー，ストーマ用装具　など

肢体不自由かつ
言語障害 重度障害者用意思伝達装置
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内　容
　車いすのまま乗車できるリフトタクシーが運行されています。
　水戸市福祉タクシー助成券，タクシー料金障害者割引制度を利用できます。

③ 移動支援事業
内　容
　単独で移動することが困難な方が，自立生活や社会参加のために必要な外出の際にヘルパーが付き添
い支援します。利用の際は，障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者
●身体障害者手帳（障害の級別が1級又は2級）の交付を受けている者のうち，両上肢，両下肢又は体幹の
機能の障害を有する方

●療育手帳の交付を受けている知的障害者
●精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院に限る）の交付を受けている精神障害者
利用料
　費用の1割が自己負担となります。
　ただし，世帯の課税状況に応じた負担軽減があります。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 350-8084（認定係）

④ タクシー料金の助成（福祉タクシー）
内　容
　重度の障害者が医療機関への通院などでタクシーを利用する場合，料金の一部を助成します。
福祉タクシー助成券（500円分）を1年度に最大60枚交付します。
対象者
●身体障害者手帳1，2級の方
●療育手帳Ⓐ，Ａの方
●精神障害者保健福祉手帳1，2級の方
※自動車税または軽自動車税の免除を受けている方や施設入所者は対象となりません。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 232-9173（給付係）

事業所名 電話番号
内原交通 259-2146
さわやか交通 232-0121
SUN観光シンヤ 0120-217171
城西介護タクシー★ 090-8596-1084
第一常陽タクシー★ 221-3070
ゆりかご 229-7562 
あんしんネット★ 0120-217171
ハッピーエスコート★ 090-3142-0429
くじらスマイル介護サービス 297-1010
介護タクシースギショク 284-1047
NK観光 305-3331
観光第一交通 253-1123
城里介護タクシーなのはな 
 （城里町） 090-5538-4290

事業所名 電話番号
ドレックス観光ハイヤー★ 
 （かすみがうら市）0299-59-1717

電鉄タクシー★ （日立市）0294-22-2426
辰巳タクシー （日立市）0294-36-0163
丸金タクシー （那珂市） 298-2022
たから介護タクシー★ 
 （ひたちなか市） 274-8424

福祉タクシーウルル勝田★ 
 （ひたちなか市） 219-8167

かさまのにゃんこ★ （笠間市）0296-73-4028
ハッピーツアーズ★ （桜川市）0296-45-8390
亀城タクシー （土浦市）029-821-0726
堀越民間救急サービス★ 
 （常陸太田市）0294-72-9199

◆問合せ先 （★印はストレッチャー兼用車両有）

※予約が必要な場合がありますので，直接お問い合わせください。
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⑤ リフトタクシーの運行
内　容
　車いすのまま乗車できるリフトタクシーが運行されています。
　水戸市福祉タクシー助成券，タクシー料金障害者割引制度を利用できます。

③ 移動支援事業
内　容
　単独で移動することが困難な方が，自立生活や社会参加のために必要な外出の際にヘルパーが付き添
い支援します。利用の際は，障害福祉課の窓口にご相談ください。
対象者
●身体障害者手帳（障害の級別が1級又は2級）の交付を受けている者のうち，両上肢，両下肢又は体幹の
機能の障害を有する方

●療育手帳の交付を受けている知的障害者
●精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証（精神通院に限る）の交付を受けている精神障害者
利用料
　費用の1割が自己負担となります。
　ただし，世帯の課税状況に応じた負担軽減があります。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 350-8084（認定係）

④ タクシー料金の助成（福祉タクシー）
内　容
　重度の障害者が医療機関への通院などでタクシーを利用する場合，料金の一部を助成します。
福祉タクシー助成券（500円分）を1年度に最大60枚交付します。
対象者
●身体障害者手帳1，2級の方
●療育手帳Ⓐ，Ａの方
●精神障害者保健福祉手帳1，2級の方
※自動車税または軽自動車税の免除を受けている方や施設入所者は対象となりません。

◆問合せ先
　障害福祉課　☎ 350-8053（管理係）

事業所名 電話番号

 
 

事業所名 電話番号

ドレックス観光ハイヤー★

 
 

（かすみがうら市）0299-59-1717
電鉄タクシー★

 

（日立市）0294-22-2426
辰巳タクシー （日立市）0294-36-0163
丸金タクシー

 
（那珂市） 298-2022 

 福祉タクシーウルル勝田★
 

 
（ひたちなか市） 219-8167

かさまのにゃんこ★
 
（笠間市）0296-73-4028

介護タクシーふれあい★
（ひたちなか市） 219-5292

ハッピーツアーズ★
 
（桜川市）0296-45-8390

亀城タクシー （土浦市）029-821-0726
堀越民間救急サービス★  （常陸太田市）0294-72-9199

◆問合せ先 （★印はストレッチャー兼用車両有）

※予約が必要な場合がありますので，直接お問い合わせください。

城里介護タクシーなのはな
（城里町） 090-5538-4290

内原交通 259-2146
さわやか交通 232-0121
SUN観光シンヤ 0120-217171
第一常陽タクシー★ 221-3070
ゆりかご 229-7562 

★あんしんネット 0120-217171
ハッピーエスコート★ 090-3142-0429
くじらスマイル介護サービス 297-1010
介護タクシースギショク 284-1047
NK観光 0120-690818

久保田タクシー 0120-217171
しらうめ観光タクシー★ 350-3300
あんしんタクシー 247-8633

観光第一交通 253-1123

介護福祉タクシーいるか★
（大洗町） 070-4006-3939

身
体
障
害
者
手
帳
等
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お
持
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の
方
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